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日頃から、本府児童福祉行政に御協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

昨年度、福岡県中間市内の保育所において、児童が送迎バス内に置き去りにされ、熱中症

で亡くなられるという大変痛ましい事故が発生しました。 

また、送迎バス以外でも、散歩中の置き去りや見失いについても注意を要する必要があり

ます。 

つきましては、これから夏季を迎えるにあたり、再びこうした事故が発生することがない

よう、これまでも標記について格段のご尽力をいただいていることと存じますが、各保育所、

認定こども園、地域型保育事業所及び認可外保育施設（以下「保育所等」という。）におい

て、安全に教育・保育が実施できるよう登園時の出欠確認や保育活動の場面転換時毎の人数

確認の徹底、降園時の保護者への引渡し確認を確実に行うほか、園内外の活動それぞれの場

面ごとに児童の人数や健康状態を確認するなど、より一層の安全管理の徹底に取組んでいた

だきますようご周知をお願いします。 

また、送迎バスの運行および添乗業務にかかるマニュアル等の整備、保育士および運転手

に対して研修等を通じた置き去り防止の啓発など、安全確保の環境整備にも引き続き、取り

組んでいただきますようご周知をお願いいたします。 

なお、認可外保育施設の権限移譲済み市町村におかれましては、貴所管の各認可外保育施

設に対しても、同様の取扱いをしていただきますようお願いいたします。 
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大阪府福祉部子ども家庭局子育て支援課  

認定こども園・保育グループ 佐藤 

TEL：06-6944-6678 FAX：06-6944-3052 

ﾒｰﾙ ：kosodateshien-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp 

 


